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は
じ
め
に

　本県の人口は平成27年にピークを迎え、世帯数は平成37年まで緩やかに増加したのち減少
に転じると予想されており、今後、本格的な人口減少時代を迎えることになります。
　また、全国的にも低い合計特殊出生率（平成27年（概数）／全国第41位）であることに加
え、平成37年には本県を支えてきた団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる（2025年問題）
など、県民とその住まいに直接大きな影響を与える重大な転換期を迎えます。
　このような中、国は、少子高齢化と人口減少が住宅政策上の諸問題の根本的な要因とし、
住生活基本法の基本理念に基づき住政策の方向性を国民に分かりやすく示すことを基本的な
方針として、住生活基本計画（全国計画）の見直しを行いました。
　こうした住宅を取り巻く社会環境や国の動向などに対応するため、本県の今後の住宅政策
の基本的方向を示す「埼玉県住生活基本計画」を定めるものです。

　この計画は、県民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤である住宅について、良質
な住宅の供給、良好な居住環境の形成、居住の安定の確保など、住生活基本法に掲げられた
基本理念を実現するための計画です。今後の住宅政策の主要なテーマである「多様な住まい
と住まい方の実現」を目指した施策を推進するために策定するもので、本県の住宅政策を展
開する上で基本となります。
　また、本計画は住生活基本法第17条第 1 項に基づき「住生活基本計画（全国計画）」に即
して策定する都道府県計画であり、市町村が住まいに関する計画などを策定する際に参考と
なるものです。

　この計画の計画期間は、平成28年度から平成37年度までの10年間とします。
今後の社会経済情勢及び施策の効果に対する評価を踏まえ、概ね 5年後に見直しを行います。
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○人口・世帯数減少時代の到来

　本県の人口は平成27年、世帯数は平成37年をピークとして減少が予測されています。ま
た、合計特殊出生率は近年増加傾向にあるものの、全国的にみると低調（平成27年／全国
第41位）です。今後は出産適齢期の女性が減少するため、現状の出生率の水準では少子化
が継続するものと予測されます。

　　■人口・世帯の推移・将来推計

　　■出生数と合計特殊出生率の推移

○家族類型の変化

　本県は「夫婦のみ」「夫婦＋子ども」及び「ひとり親＋子ども」世帯の比率が61.7%と高
く、核家族化が進んでいます。単身世帯の比率は関東近県に比べ少ないものの増加傾向に
あり、平成37年には単身世帯の比率が最も高くなる見込みであり、世帯人員の縮小傾向が
続きます。

　　■家族類型別世帯数の将来推計

○高齢者のいる世帯の状況

　高齢化は引き続き進展し、平成27年以降、総人口は減少する見込みですが、高齢者人口
は増加すると予測されています。平成37年には団塊の世代が後期高齢者となり、後期高齢
者の数が前期高齢者の数を上回る見込みです。
　また、年齢65歳以上の高齢者がいる世帯数は、平成22年から平成32年までの10年間で
958千世帯から1,145千世帯まで増加する見込みです。

　　■総人口、高齢者数及び高齢化率

出典：国勢調査（平成2～22年）、国勢調査速報値（平成27年）、埼玉県推計（平成32年～）

出典：人口動態統計

出典：国勢調査（平成7～22年）、国勢調査速報値（平成27年）、埼玉県推計（平成32年～）

出典：国勢調査（平成17～22年）、国勢調査速報値（平成27年）、埼玉県推計（平成32年～）
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（１） 人口と世帯の状況
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※国勢調査の人口総数には、年齢「不詳」を含むため、年齢3区分別人口の合計とは一致しない。
　なお、平成27年は年齢不詳人口（16万人）を各年齢区分に按分した。

※国勢調査の人口総数には、年齢「不詳」を含むため、年齢3区分別人口の合計とは一致しない。
　なお、平成27年は年齢不詳人口（16万人）を各年齢区分に按分した。
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○住宅数、持家率、空き家率

　すでに県内の住宅ストックは総世帯数を上回っており、空き家は今後も増加していく見
込みです。平成25年には35.5万戸の空き家が発生しており、そのうち約11.2万戸は賃貸も
売却もされず、住宅市場に流通されていない状況です。
　また、全国の空き家数は、平成45年に約2,167万戸、空き家率は30.4％となる予測※があり、
これをもとに埼玉県の状況を推測すると、平成45年に空き家数は約84万戸、空き家率は
21.5％となる見込みです。
　

※ 野村総合研究所（NRI）「2030年の住宅市場」　（平成28年）

　　■住宅ストック俯瞰図

出典：国勢調査（平成2～22年）、国立社会保障・人口問題研究所
　　　「日本の都道府県の将来推計人口（平成26年4月推計）」

出典：国勢調査（平成2～22年）、国立社会保障・人口問題研究所
　　　「日本の都道府県の将来推計人口（平成26年4月推計）」 出典：住宅・土地統計調査（平成25年）
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　　■65歳以上の高齢者がいる世帯数の推移

　　■65歳以上の高齢者がいる世帯比率の推移

◆ 第１章　埼玉県の住生活をとりまく状況
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込みです。平成25年には35.5万戸の空き家が発生しており、そのうち約11.2万戸は賃貸も
売却もされず、住宅市場に流通されていない状況です。
　また、全国の空き家数は、平成45年に約2,167万戸、空き家率は30.4％となる予測※があり、
これをもとに埼玉県の状況を推測すると、平成45年に空き家数は約84万戸、空き家率は
21.5％となる見込みです。
　

※ 野村総合研究所（NRI）「2030年の住宅市場」　（平成28年）

　　■住宅ストック俯瞰図

出典：国勢調査（平成2～22年）、国立社会保障・人口問題研究所
　　　「日本の都道府県の将来推計人口（平成26年4月推計）」

出典：国勢調査（平成2～22年）、国立社会保障・人口問題研究所
　　　「日本の都道府県の将来推計人口（平成26年4月推計）」 出典：住宅・土地統計調査（平成25年）
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　　■総住宅数、空き家数及び空き家率の推移と予測

○居住水準の変化

　最低居住面積水準に満たない世帯の割合（以下「最低居住面積水準の未満率」）、誘導居
住面積水準を達成した世帯の割合（以下「誘導居住面積水準の達成率」）共に、全体では年々
改善が見られます。しかし、全世帯に比べ、子育て世帯の最低居住面積水準の未満率は高く、
誘導居住面積水準の達成率は低いことから、更なる取組が必要と思われます。

　　■最低居住面積水準の未満率、誘導居住面積水準の達成率

○住まいのミスマッチ

　夫婦が理想とする子どもの数は2.32人ですが、実際に産んだ数は1.94人となっています。
理想とする数の子どもが持てない理由のひとつに「家が狭いから（複数回答、16.1%）」が
挙げられます。
　床面積を見ると、高齢の単身・夫婦のみ世帯が居住する持家の約半数が100㎡以上であ
る一方で、子育て世帯が居住する借家の約4割が49㎡以下となっています。
　このように、高齢者世帯が広い住宅に居住する一方で、子育て世帯が狭い住宅に居住す
るなど、世帯規模と住宅規模のミスマッチが見られます。

　　■結婚持続期間別にみた、平均理想子ども数と平均予定子ども数（全国）

　　■理想の子ども数を持たない理由（理想3人以上、予定2人以上の場合）（全国）

　

　　■世帯人員と住宅規模のミスマッチ

出典：住宅・土地統計調査（平成10～25年）、NRIデータをもとに埼玉県推計（H30～） 出典：出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調査）第15回調査（平成27年）

出典：出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調査）第15回調査（平成27年）

出典：住宅・土地統計調査（平成25年）、独自集計
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　　■総住宅数、空き家数及び空き家率の推移と予測
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　　■最低居住面積水準の未満率、誘導居住面積水準の達成率

○住まいのミスマッチ

　夫婦が理想とする子どもの数は2.32人ですが、実際に産んだ数は1.94人となっています。
理想とする数の子どもが持てない理由のひとつに「家が狭いから（複数回答、16.1%）」が
挙げられます。
　床面積を見ると、高齢の単身・夫婦のみ世帯が居住する持家の約半数が100㎡以上であ
る一方で、子育て世帯が居住する借家の約4割が49㎡以下となっています。
　このように、高齢者世帯が広い住宅に居住する一方で、子育て世帯が狭い住宅に居住す
るなど、世帯規模と住宅規模のミスマッチが見られます。
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○耐震性能の状況

　住宅の耐震化については、県と市町村の役割分担のもと、支援制度の創設や所有者への
啓発活動などにより耐震化の促進を図ってきた結果、住宅の耐震化率は約87％となってい
ます。
　しかし、昭和56年 5 月までの旧耐震基準で建築された住宅に着目すると、平成28年 3 月
時点でも約65万戸存在すると推計され、うち耐震性のない住宅は約39万戸です。

　　■住宅の耐震化率の推移

○省エネルギー設備の状況

　二重サッシや複層ガラスの使用など、一定の省エネルギー性能を有する住宅ストックの
割合は22.7％で、築年数が浅いほど割合が高く、省エネルギー対策は徐々に浸透してきて
います。

○バリアフリー化

　手すりや段差解消など、バリアフリー設備がある住宅※のストックの割合は、持家、借
家ともに年々増加しており、平成25年には全体で半数を超えています。住宅の所有別にみ
ると、持家のバリアフリー化率は約66%に達していますが、借家は約26%にとどまってお
り、整備状況に差異が見られます。

※バリアフリー設備がある住宅 : 
　　①玄関、トイレ、浴室、廊下などのいずれかに手すり設置、②またぎやすい高さの浴槽、

③段差のない屋内、④廊下などが車いすで通行可能な幅、⑤道路から玄関まで車いすで通
行可能、のいずれかがある住宅をいう。

　　■バリアフリー設備がある住宅戸数の比率

出典：改定埼玉県建築物耐震改修促進計画
　　　平成 27・28 年の数値は住宅・土地統計調査（平成 20・25 年）から推計

出典：住宅・土地統計調査（平成 25 年）
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【単位：戸】

◆ 第１章　埼玉県の住生活をとりまく状況
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○耐震性能の状況

　住宅の耐震化については、県と市町村の役割分担のもと、支援制度の創設や所有者への
啓発活動などにより耐震化の促進を図ってきた結果、住宅の耐震化率は約87％となってい
ます。
　しかし、昭和56年 5 月までの旧耐震基準で建築された住宅に着目すると、平成28年 3 月
時点でも約65万戸存在すると推計され、うち耐震性のない住宅は約39万戸です。

　　■住宅の耐震化率の推移

○省エネルギー設備の状況

　二重サッシや複層ガラスの使用など、一定の省エネルギー性能を有する住宅ストックの
割合は22.7％で、築年数が浅いほど割合が高く、省エネルギー対策は徐々に浸透してきて
います。

○バリアフリー化

　手すりや段差解消など、バリアフリー設備がある住宅※のストックの割合は、持家、借
家ともに年々増加しており、平成25年には全体で半数を超えています。住宅の所有別にみ
ると、持家のバリアフリー化率は約66%に達していますが、借家は約26%にとどまってお
り、整備状況に差異が見られます。

※バリアフリー設備がある住宅 : 
　　①玄関、トイレ、浴室、廊下などのいずれかに手すり設置、②またぎやすい高さの浴槽、

③段差のない屋内、④廊下などが車いすで通行可能な幅、⑤道路から玄関まで車いすで通
行可能、のいずれかがある住宅をいう。

　　■バリアフリー設備がある住宅戸数の比率

出典：改定埼玉県建築物耐震改修促進計画
　　　平成 27・28 年の数値は住宅・土地統計調査（平成 20・25 年）から推計

出典：住宅・土地統計調査（平成 25 年）

昭和56年5月までの旧耐震基準の住宅 昭和56年6月
以降の新耐震
基準の住宅

平成20年
10月1日
平成25年
10月1日
平成27年
3月31日
平成28年
3月31日

計 耐震化率（％）
耐震性なし

a
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(656,987)
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2,688,000

2,894,900

(2,952,500)

(2,990,900)

82.7%

85.8%

(86.6%)

(87.1%)

b c d e（=a+d） f（＝（c+d）/e）
耐震性あり

出典 ：住宅・土地統計調査
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【単位：戸】

第１章　埼玉県の住生活をとりまく状況 ◆
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　建築着工統計調査及び建築物滅失統計調査によると、県内の新築着工戸数はこの数年で
年間 6万戸程度、滅失数は年間 6千戸程度で推移していることから、年間5.4万戸程度の
ストックが増加し続けています。
　その一方で、既存住宅の成約件数やリフォーム市場の規模は増加傾向にあります。背景
には、新築住宅の値上がりによる既存住宅の割安感や、新築にこだわらない層の増加があ
ると考えられます。

　　■新築着工戸数の推移（年度集計）

　　■既存住宅の成約件数の推移（年度集計）

　　■リフォーム市場の規模（年集計）

○住宅・住環境の評価

　住宅や住環境に対する総合評価は年々向上し、平成25年では全国値よりやや低いものの
75.5％と 8割近くの人が満足しています。（「満足」18.8％、「まあ満足」56.7％）

　　■住宅及び住環境に対する総合評価

○住み替えのニーズ

　実際に居住状況が変化した世帯を世帯類型別に見ると、単身世帯では若い年代ほど、親
と子の世帯では子の年齢が低いほど、「住み替えた」割合が高い傾向が見られます。
　住み替えの目的（第 1位＋第 2位）では、「子育て・教育の環境を整える（15.5％）」が
最も高く、全国平均より5.4ポイントも高い状況です。そのほか、「親・子などとの同居・
近居・隣居」も全国平均より比較的高い割合となっており、本県の子育て環境を改善する
ための住み替えニーズが高いことが分かります。

12.1%12.1%

7.9%7.9%

7.8%7.8%

7.0%7.0%

7.7%7.7%

15.0%15.0%

18.8%18.8%

21.9%21.9%

40.4%40.4%

46.9%46.9%

50.3%50.3%

48.9%48.9%

57.2%57.2%

54.4%54.4%

56.7%56.7%

55.3%55.3%

37.6%37.6%

36.9%36.9%

35.1%35.1%

35.9%35.9%

29.3%29.3%

26.3%26.3%

20.9%20.9%

18.8%18.8%

8.5%8.5%

6.4%6.4%

6.1%6.1%

6.4%6.4%

4.1%4.1%

4.0%4.0%

3.1%3.1%

3.3%3.3%

1.4%1.4%

1.9%1.9%

0.7%0.7%

1.8%1.8%

1.8%1.8%

0.4%0.4%

0.4%0.4%

0.6%0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S58

S63

H5

H10

H15

H20

H25

H25全国

満足している まあ満足している 多少不満がある 非常に不満がある

出典：住生活総合調査

不詳

（3） 住宅市場・流通の状況 （4） 住宅・住環境の評価

◆ 第１章　埼玉県の住生活をとりまく状況

単位：戸数 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

戸建住宅 1,952 1,875 2,183 2,137 2,284 2,372 2,495 2,178 2,340

マンション 3,792 3,615 4,023 3,997 3,903 4,175 4,690 4,123 4,251

単位：戸数 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

新築着工数 63,302 67,598 54,421 55,110 59,446 60,100 62,376 55,449 57,357

滅失数 6,205 5,895 4,834 4,995 5,040 5,272 6,242 5,454 6,113

純増加数 57,397 61,703 49,587 50,115 54,406 54,828 56,134 49,995 51,244

単位：億円 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

リフォーム
市場 2,963 3,344 2,774 4,024 3,284 3,730 4,579 4,315 4,003

出典：建築着工統計調査、建築物滅失統計調査

出典：公益財団法人東日本不動産流通機構

出典：公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
　　　「住宅リフォームの市場規模」
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（3） 住宅市場・流通の状況 （4） 住宅・住環境の評価

第１章　埼玉県の住生活をとりまく状況 ◆
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住み替えた リフォームを
行った

住み替え・
改善はしなかった

建て替えた

出典：住生活総合調査（平成25年） 出典：住生活総合調査（平成25年）

埼玉県
全国

　　■住み替えの目的（最近住み替えた世帯）第１位＋第２位　　■世帯型別居住状況の変化

親、配偶者などの世帯からの独立

親、子などとの同居・近居・隣居

就職、転職、転勤などに対応

退職・離職後の生活の充実・平穏

子育て・教育の環境を整える

高齢期の生活の安全・安心や住みやすさの向上

介護をしやすく、受けやすくする

住宅を広くする、部屋を増やす

間取り、収納、設備などを使いやすくする

住宅のいたみを直す、きれいにする

趣味などに適した住宅・環境にする

住宅の維持管理をしやすくする

雪処理の負担軽減

地震に対する安全性の向上

台風に対する安全性の向上

水害・津波を避ける

犯罪に対する安全性の向上

省エネルギー性能の向上

換気、採光、遮音などの住宅性能の向上

日照、通風、騒音、眺望など立地条件の改善

緑、まちなみなど居住環境の改善

通勤、通学などの利便の向上

日常の買物、医療などの利便の向上

住んでいた住宅が被災したため

原発事故による避難指示または不安の軽減

相続した・譲り受けた住宅の有効活用

ローン、家賃など住居費負担の軽減

資産の形成（不動産の所有）

立ち退き要求、契約期限切れへの対応

その他
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H25全国
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H25全国
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H25全国
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◆ 第１章　埼玉県の住生活をとりまく状況
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民営借家

ＵＲなど

給与住宅
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水準未満
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24,488（ 10.0％）

3,648（  1 .5％）

【単位：世帯数】

○就業形態別の居住面積水準の状況

　家計を主に支える者の就業形態の状況に着目すると、「非正規雇用（派遣社員、パート・
アルバイトなど）」の世帯で、最低居住面積水準の未満率が総数（主世帯）より高い状況で
あることが分かります。

　　■家計を主に支える者の就業形態別の居住面積水準の状況

○低所得世帯の居住状況

　低所得世帯※のうち、公営住宅以外の賃貸住宅に住む世帯は県内で約24.4万世帯あり、そ
のうち約21.6万世帯（88.5%）が民営借家、約2.4万世帯（10.0％）が独立行政法人都市再生
機構（以下「ＵＲ」）などの賃貸住宅に居住しています。
　また、民営借家に居住する低所得世帯の約 2 割である約4.8万世帯が最低居住面積水準未
満の住宅に居住しています

○年収別世帯数の推移

　長引く景気低迷により、所得の減少が続いています。
　年収別の世帯数の推移を見ると、年収300万円未満の世帯は平成10年の約45万世帯（19.6％）
から平成25年で約87万世帯（29.8％）へ、世帯数･比率ともに増加しています。
　また、平成25年の年収別の世帯数の住まい方を見ると、年収300万円未満の世帯は持家
で約50万世帯（持家全体の26.1％）、公営借家で約２万世帯（公営借家全体の71.7％）、民
営借家で約30万世帯（民営借家全体の39.9％）となっています。

　　■年収別世帯数の比率の推移

　　■所有関係別の年収別世帯数の比率

出典：住宅・土地統計調査
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5 所得の減少と居住の状況

※低所得世帯：
　　最低居住面積水準の住宅に住むために必要な年収に満たない世帯をいう。
　　（3人世帯で年収約316万円）
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　本県の公営住宅のうち、県営住宅の戸数の世帯数に対する比率は0.85％（全国第35位）
である一方、公営住宅とＵＲ賃貸住宅の合計戸数の世帯数に対する比率は3.94％で第27位
であり、首都圏では平均的な比率となっています。
　本県において低家賃のＵＲ賃貸住宅などが公営住宅の役割を補完していると言えますが、
ＵＲはストックを削減する再編方針を示しています。

　　■県営住宅などの世帯に対する比率

　　■賃貸住宅数の推移

　平成26年11月「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、我が国の人口減少・超高齢化
という困難な課題に立ち向かい、元気で豊かな地方を創生するために、日本全体で取り組
んでいく道筋がつけられています。
　平成27年３月「少子化社会対策大綱」が策定され、多子世帯へ一層の配慮や、きめ細や
かな少子化対策の推進として三世代同居・近居の促進に対する支援が求められています。

　平成27年 2月「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、「特定空家等※」に
ついて、行政による助言・指導、勧告などが可能となりました。

　平成24年 3 月「中古住宅・リフォームトータルプラン」がまとめられました。
　平成25年に「長期優良住宅化リフォーム推進事業」、「住宅ストック活用・リフォーム推
進事業」など既存住宅のリフォームを推進するための補助制度が創設され、平成25年６月
「既存住宅インスペクション・ガイドライン」が策定されました。
　新築中心の住宅市場から、リフォームにより住宅ストックの品質・性能を高め、既存住
宅流通により循環利用されるストック型の住宅市場への転換を図る取組が進められていま
す。

　平成25年11月「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正により、現行の建築基準
法令の耐震関係規定に適合しないすべての建築物の所有者に対して、耐震診断と耐震改修
の努力義務が制定され、建築物の地震に対する安全性の向上の取組が進められています。
　更に「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」などにおいて、
建築物に対する指導などの強化や計画的な耐震化の促進を図っています。

　平成26年６月「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の改正により、耐震性不

H10
(n=792,200)

H15
(n=833,600)

H20
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H25
(n=909,700)
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出典：住宅・土地統計調査

出典：住宅・土地統計調査

（千戸）

県
営
住
宅

順位 都道府県名 ％
1
2
3

20

27
30
34
35

42
47

東　京
大　阪
沖　縄

群　馬

茨　城
神奈川
栃　木
埼　玉

千　葉
三　重

3.54
3.01
2.71

1.23

1.08
1.06
0.85
0.85

0.67
0.52

公
営
住
宅
と
Ｕ
Ｒ
賃
貸
住
宅
の
合
計

順位 都道府県名 ％
1
2
3
4

20
23
24
27

35
39

47

大　阪
福　岡
兵　庫
東　京

千　葉
神奈川
群　馬
埼　玉

茨　城
栃　木

新　潟

8.45
7.37
6.91
6.28

4.65
4.33
4.11
3.94

3.31
2.77

2.16

（6） 公営住宅などの状況 近年の主要な国の住宅政策動向2

（１） 地方創生に向けた取組の本格化

（2） 空き家対策の推進

（3） 既存住宅流通・リフォームの促進

（4） 建築物の耐震性の確保に向けた取組の強化

（5） マンション再生の円滑化

36 73 601 84

37 80 647 70

38 78 673 66

30 78 746 57

36 73 601 84

37 80 647 70

38 78 673 66

30 78 746 57

※特定空家等 :
適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険と
なるおそれのある状態又は適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なってい
る状態にある空き家などをいう。
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んでいく道筋がつけられています。
　平成27年３月「少子化社会対策大綱」が策定され、多子世帯へ一層の配慮や、きめ細や
かな少子化対策の推進として三世代同居・近居の促進に対する支援が求められています。

　平成27年 2月「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、「特定空家等※」に
ついて、行政による助言・指導、勧告などが可能となりました。

　平成24年 3 月「中古住宅・リフォームトータルプラン」がまとめられました。
　平成25年に「長期優良住宅化リフォーム推進事業」、「住宅ストック活用・リフォーム推
進事業」など既存住宅のリフォームを推進するための補助制度が創設され、平成25年６月
「既存住宅インスペクション・ガイドライン」が策定されました。
　新築中心の住宅市場から、リフォームにより住宅ストックの品質・性能を高め、既存住
宅流通により循環利用されるストック型の住宅市場への転換を図る取組が進められていま
す。

　平成25年11月「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正により、現行の建築基準
法令の耐震関係規定に適合しないすべての建築物の所有者に対して、耐震診断と耐震改修
の努力義務が制定され、建築物の地震に対する安全性の向上の取組が進められています。
　更に「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」などにおいて、
建築物に対する指導などの強化や計画的な耐震化の促進を図っています。

　平成26年６月「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の改正により、耐震性不
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順位 都道府県名 ％
1
2
3
4

20
23
24
27

35
39

47

大　阪
福　岡
兵　庫
東　京

千　葉
神奈川
群　馬
埼　玉

茨　城
栃　木

新　潟

8.45
7.37
6.91
6.28

4.65
4.33
4.11
3.94

3.31
2.77

2.16

（6） 公営住宅などの状況 近年の主要な国の住宅政策動向2

（１） 地方創生に向けた取組の本格化

（2） 空き家対策の推進

（3） 既存住宅流通・リフォームの促進

（4） 建築物の耐震性の確保に向けた取組の強化

（5） マンション再生の円滑化

36 73 601 84

37 80 647 70

38 78 673 66

30 78 746 57

36 73 601 84

37 80 647 70

38 78 673 66

30 78 746 57

※特定空家等 :
適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険と
なるおそれのある状態又は適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なってい
る状態にある空き家などをいう。

第１章　埼玉県の住生活をとりまく状況 ◆
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足のマンションの建て替えの円滑化を図るべく、区分所有者の４／５以上の賛成などによ
り敷地を売却することを可能とするマンション敷地売却制度が創設されました。

（６）住宅・都市の低炭素化
　平成24年12月「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行され、社会経済活動その他
の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているため、都市の
低炭素化、低炭素建築物の普及に向けた取組が進められています。
　平成25年５月「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」が改正され、住宅・建築物
の新築や増改築、大規模な改修などに際し、省エネ性能の評価について届出義務・努力義
務が規定されました。
　平成27年７月「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が公布され、平成28
年４月に省エネ性能の表示や容積率特例の認定が始まりました。また、平成29年４月から
は、住宅以外の床面積2,000㎡以上の建築物を対象に、省エネ基準適合性判定が義務化され
る予定です。

（７）地域包括ケアシステムの構築
　平成23年６月「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正により、高齢者の居住の
安定を確保することを目的として、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供
する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました。以降、サービス付き
高齢者向け住宅の供給は順調に進み、平成27年８月末時点の全国の登録戸数は18万戸を超
えています。
　平成24年８月「介護保険法」の改正により、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせ
るよう、国及び地方公共団体が「地域包括ケアシステム※」の構築に向け取り組むこととされ、
その実現は重要な課題となっています。

（6） 住宅・都市の低炭素化

（7） 地域包括ケアシステムの構築

※地域包括ケアシステム : 
高齢者が長年住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、
医療、介護、介護予防、生活支援、住まいの 5 つの要素を包括的かつ継続的に提供されるシ
ステムをいう。

◆ 第１章　埼玉県の住生活をとりまく状況




